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高知県民有林林道事業費補助金交付要綱新旧対照表 1 
 

改 正（平成２７年５月２７日以降適用） 現 行 
高知県民有林林道事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条  ［略］ 

 

（補助の目的） 

第２条  ［略］ 

 

（１） ［略］ 

 

（２） 林道改良事業 

林道機能の向上のため、林道規程（昭和４８年４月１日付け４８林野道第１０７号林野庁長官通達）第４条に規定する林

道について、その構造物の全部又は一部を必要最小限に改良し、又は、老朽化等により機能低下したトンネル、橋梁等

の点検診断、補強及び更新等をし、車両の走行の安全を確保することを目的とする事業とする。 

なお、構造物の全部又は一部を必要最小限に改良する場合はその内容はアからオまでに掲げる通知の規定に適合

するものと、老朽化等により機能低下したトンネルや橋梁等の点検診断、補強及び更新等については、その内容はア

及びイに掲げる通知の規定に適合するものとする。 

ア 森林環境保全整備事業実施要綱 

イ 森林環境保全整備事業実施要領 

ウ 農山漁村地域整備交付金実施要綱 

エ 農山漁村地域整備交付金実施要領 

オ 地域自主戦略交付金交付要綱 

 

（３） ［略］ 

（４） ［略］ 

 

（５） 間伐等促進林道緊急整備事業 

民有林における間伐推進を緊急かつ重点的に行うために森林を団地化し、森林整備と一体となった森林管理道の整備

促進を目的とする事業とし、その内容は、森林環境保全実施要綱及び森林環境保全実施要領の規定に適合するものであ

り、かつ、着工後１０年以内に利用区域内森林面積のおおむね５０パーセント以上に相当する面積の森林整備と人工林間

伐対象（３ないし９齢級）面積のおおむね７０パーセント以上の間伐が見込まれるものであること。 

 
（補助事業費及び補助率） 

第３条  ［略］ 

 

（事業計画書） 

第４条   ［略］ 

  ２  知事は、前項の規定による事業計画を受理したときは、その内容を審査し、当該事業が適当であると認めたときは、そ

の補助事業の事業費の額を補助事業者に通知するものとする。 

 

  ３  補助事業者の都合により事業計画を変更し、又は中止しようとするときは、別記第１号様式による事業計画書の上段に

変更前の内容を黒字で記入し、下段に 変更後の内容を赤字で記入した変更事業計画書２通を提出しなければならな

い。 

 

 

 

 

 

高知県民有林林道事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条  ［略］ 

 

（補助の目的） 

第２条  ［略］ 

 

（１） ［略］ 

（２） 林道改良事業 

     林道機能の向上のため、林道規程（昭和４８年４月１日付け４８林野道第１０７号林野庁長官通達）第４条に規定する林

道について、その構造物の全部又は一部を必要最小限に改良し、または、老朽化等により機能低下したトンネルや橋

梁等の点検診断、補強及び更新等をし、車両の走行の安全を確保することを目的とする事業とする。 

なお、構造物の全部又は一部を必要最小限に改良する場合は、その内容はアからオまでに掲げる通知の規定に適

合するものとする。 

      また 、老朽化等により機能低下したトンネルや橋梁等の点検診断、補強及び更新等については、その内容はア及

びイに掲げる通知の規定に適合するものとする。 

ア 森林環境保全整備事業実施要綱 

イ 森林環境保全整備事業実施要領 

ウ 地域自主戦略交付金交付要綱 

エ 農山漁村地域整備交付金実施要綱 

オ 農山漁村地域整備交付金実施要領 

 

（３） ［略］ 

（４） ［略］ 

 

（５） 間伐等促進林道緊急整備事業 

    民有林における間伐推進を緊急かつ重点的に行うために森林を団地化し、森林整備と一体となった森林管理道

の整備促進を目的とする事業とし、その内容は、森林環境保全実施要綱及び森林環境保全実施要領の規定に適合するも

のであり、かつ、着工後１０年以内に利用区域内森林面積のおおむね５０パーセント以上に相当する面積の森林整備と人

工林間伐対象（３～９齢級）面積のおおむね７０パーセント以上の間伐とが見込まれるものであること。 

 
（補助事業費及び補助率） 

第３条  ［略］ 

 

（事業計画書） 

第４条   ［略］ 

  ２   知事は、前項の規定による事業計画を受理したときは、その内容を審査し、当該事業を適当であると認めたときは、

その補助事業の事業費の額を補助事業者に通知するものとする。 

 

  ３  補助事業者の都合により事業計画を変更し、又は中止しようとするときは、別記第１号様式による事業計画書に変更前

の内容を黒字で記入し、変更後の内容を赤字で記入した変更事業計画書２通を提出しなければならない。 
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高知県民有林林道事業費補助金交付要綱新旧対照表 2 
 

改 正（平成２７年５月２７日以降適用） 現 行 
（補助金の交付の申請） 

第５条  規則第３条第１項に規定する補助金交付申請書の様式は別記第２号様式、同条第２項に規定する事業実施計画書

は別記第３号様式によるものとし、補助事業者は、それぞれ２通を知事に提出しなければならない。 

  

２    前項の補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額（補助対象経費に含

まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に規定する仕入れに係る消

費税額として控除することができる部分の金額 及び 当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に規定する地方

消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）がある場合は、これを減額して

申請しなければならない。ただし、申請時において、当該補助金の仕入れに係る消費税等相当額が明らかでないも

のについては、この限りでない。 

 

（補助金の交付の決定） 

第６条  ［略］ 

 

（着手届） 

第７条  ［略］ 

 

（補助事業の変更） 

第８条  ［略］ 

（１）  ［略］ 

（２）  ［略］ 

（３）  ［略］ 

（４）  ［略］ 

（５）  ［略］ 

 

（補助金の概算払の請求） 

第９条  ［略］ 

 

（実績報告） 

第１０条  ［略］ 

２    実績報告書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 

      (1)  ［略］ 

      (2)  ［略］         

      (3)  ［略］                   

      (4)  ［略］ 

３   ［略］ 

４   ［略］ 

 
 
（繰越承認申請） 

第１１条  ［略］ 

     (1)  ［略］ 

      (2)  ［略］ 

      (3)  ［略］ 

      (4)  ［略］ 

 

（補助金の交付の申請） 

第５条  規則第３条第１項に規定する補助金交付申請書の様式は別記第２号様式 とし 、同条第２項に規定する事業実施計

画書は別記第３号様式とする。補助事業者は、それぞれ２通を知事に提出しなければならない。 

 

 ２   前項の補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額（補助対象経費に

含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に規定する仕入れに係る

消費税額として控除することができる部分の金額と当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に規定する地方消

費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）がある場合は、これを減額して申

請しなければならない。ただし、申請時において、当該補助金の仕入れに係る消費税等相当額が明らかでないもの

については、この限りでない。 

 

（補助金の交付の決定） 

第６条  ［略］ 

 

（着手届） 

第７条  ［略］ 

 

（補助事業の変更） 

第８条  ［略］ 

（１）  ［略］ 

（２）  ［略］ 

（３）  ［略］ 

（４）  ［略］ 

（５）  ［略］ 

 

（補助金の概算払の請求） 

第９条  ［略］ 

 

（実績報告） 

第１０条  ［略］ 

２    実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

      (1)  ［略］ 

      (2)  ［略］         

      (3)  ［略］                   

      (4)  ［略］ 

３   ［略］ 

４   ［略］ 

 
 
（繰越承認申請） 

第１１条  ［略］ 

     (1)  ［略］ 

      (2)  ［略］ 

      (3)  ［略］ 

      (4)  ［略］ 

 
 



 
高知県民有林林道事業費補助金交付要綱新旧対照表 

高知県民有林林道事業費補助金交付要綱新旧対照表 3 
 

改 正（平成２７年５月２７日以降適用） 現 行 
（一時中止若しくは部分中止若しくは工期延期又は再着手） 

第１２条  補助事業者は、補助事業を一時中止若しくは部分中止する場合は別記第１２号様式、工期を延期した場合は別記

第１３号様式又は 再着手した場合は別記第１４号様式により、一時中止若しくは部分中止若しくは工期延期又は再着

手の日から起算して１４日以内にそれぞれ２通を知事に届け出なければならない。 

 
（補助の条件） 

第１３条  ［略］ 

 (1)   ［略］ 

(2)    ［略］ 

(3)   市町村以外の間接補助事業者が請負その他の契約をする場合は、一般の競争に付さなければならないこと。ただ

し、一般の競争に付すことが困難又は不適当である場合は、指名競争又は随意契約に付することができる。 

なお、請負その他の契約をしようとする場合は、契約に係る一般の競争、指名競争又は随意契約（以下「競争入札

等」という。）に参加しようとする者に対し、別記第１５号様式による指名停止に関する申立書の提出を求め、当該申立

書の提出のない者については、競争入札等に参加させてはならない。 

 

 

（書類の経由） 

第１４条  [略] 

 

（グリ－ン購入） 

第１５条 ［略］ 

 

（情報の開示） 

第１６条 ［略］ 

 

（委任） 

第１７条 ［略］ 

（一時中止若しくは部分中止若しくは工期延期又は再着手） 

第１２条  補助事業者は、補助事業を一時中止又は部分中止する場合は別記第１２号様式、工期を延期した場合は別記第１

３号様式及び再着手した場合は別記第１４号様式により、一時中止若しくは部分中止若しくは工期延期又は再着手の

日から起算して１４日以内にそれぞれ２通を知事に届け出なければならない。 

 
（補助の条件） 

第１３条  ［略］ 

   (1)   ［略］ 

(2)    ［略］ 

 

(3)   新設 

 
 
 
 
 
（書類の経由） 

第１４条  [略] 

 

（グリ－ン購入） 

第１５条 ［略］ 

                                                         

（情報の開示） 

第１６条 ［略］ 

 

（委任） 

第１７条 ［略］ 
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高知県民有林林道事業費補助金交付要綱新旧対照表 4 
 

改 正（平成２７年５月２７日以降適用） 現 行 
附 則 

１  この要綱は、昭和４８年６月１日から施行する。 

２  この要綱の制定に伴い「昭和４８年高知県民有林林道開設改良事業及び林道舗装事業補助金交付要綱」は廃止する。 

 

附 則 

    この要綱は、昭和４９年６月１日から施行する。 

附 則 

     この要綱は、昭和５１年１０月２５日から施行する。 

附 則 

     この要綱は、昭和５２年４月１日から施行する。 

附 則 

     この要綱は、公布の日から施行し、昭和５２年度事業から適用する。 

  附 則 

     この要綱は、昭和５４年５月２３日から施行し、昭和５４年度事業から適用する。 

  附 則 

     この要綱は、昭和５７年６月１５日から施行し、昭和５７年度事業から適用する。 

  附 則 

     この要綱は、昭和５８年４月１日から施行する。 

  附 則 

     この要綱は、平成元年４月１日から施行する。 

附 則 

     この要綱は、平成５年４月１日から施行する。 

  附 則 

     この要綱は、平成７年４月１日から施行する。 

  附 則 

     この要綱は、平成８年４月１日から施行する。 

  附 則 

１  この要綱は、平成１４年４月１日から施行する。 

２  この要綱の制定に伴い、高知県林業地域総合整備事業費補助金交付要綱は、平成１３年度事業の完了をもって、廃止

する。 

 附 則 

  この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。 

  附 則 

  この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

  附 則 

  この要綱は、平成１７年７月２７日から施行する。 

  附 則 

  この要綱は、平成１8年５月９日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２５年３月１５日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２７年５月２７日から施行する。 

 

附 則 

１  この要綱は、昭和４８年６月１日から施行する。 

２  この要綱の制定に伴い「昭和４８年高知県民有林林道開設改良事業及び林道舗装事業補助金交付要綱」は廃止する。 

 

附 則 

    この要綱は、昭和４９年６月１日から施行する。 

附 則 

     この要綱は、昭和５１年１０月２５日から施行する。 

附 則 

     この要綱は、昭和５２年４月１日から施行する。 

附 則 

     この要綱は、公布の日から施行し、昭和５２年度事業から適用する。 

  附 則 

     この要綱は、昭和５４年５月２３日から施行し、昭和５４年度事業から適用する。 

  附 則 

     この要綱は、昭和５７年６月１５日から施行し、昭和５７年度事業から適用する。 

  附 則 

     この要綱は、昭和５８年４月１日から施行する。 

  附 則 

     この要綱は、平成元年４月１日から施行する。 

附 則 

     この要綱は、平成５年４月１日から施行する。 

  附 則 

     この要綱は、平成７年４月１日から施行する。 

  附 則 

     この要綱は、平成８年４月１日から施行する。 

  附 則 

１  この要綱は、平成１４年４月１日から施行する。 

２  この要綱の制定に伴い、高知県林業地域総合整備事業費補助金交付要綱は、平成１３年度事業の完了をもって、廃止

する。 

 附 則 

  この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。 

  附 則 

  この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

  附 則 

  この要綱は、平成１７年７月２７日から施行する。 

  附 則 

  この要綱は、平成１8年５月９日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２５年３月１５日から施行する。 
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高知県民有林林道事業費補助金交付要綱新旧対照表 5 
 

改 正（平成２７年５月２７日以降適用） 現 行 
別表第１（第３条関係） ［略］ 
 
別表第２（第６条関係） 

１  暴力団（高知県暴力団排除条例（平成２２年高知県条例第３６号。以下「暴俳条例」という。）第２条第１号に規定する暴

力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員等（同条第３号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。）であるとき。 

２  暴俳条例第１８条又は第１９条の規定に違反した事実があるとき。 

３  その役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずるものをいい、相談役、顧問その他いかなる名称

を有する者であるかを問わず、法人に対し義務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配

力を有すると認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をい

う。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 

４  暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 

５  暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 

６  暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 

７  いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又

は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 

８  業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、

これを利用したとき。 

９  その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的

として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 

１０ その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 
 
別記第１号様式 ［略］ 
 

別紙１ ［略］ 
別紙２ ［略］ 
別紙３ ［略］ 
別紙４ ［略］ 
別紙５ ［略］ 
 

別表第１（第３条関係） ［略］ 
 

別表第２（第６条関係）  
１  暴力団（高知県暴力団排除条例（平成２２年高知県条例第３６号。以下「暴俳条例」という。）第２条第１号に規定する暴

力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員等（暴排条例第２条第３号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。）であるとき。 

２  暴俳条例第１８条又は第１９条の規定に違反した事実があるとき。 

３  その役員（業務を執行する写真、取締役、執行役又はこれらに準ずるものをいい、相談役、顧問その他いかなる名称

を有する者であるかを問わず、法人に対し義務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配

力を有すると認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をい

う。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 

４  暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 

５  暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 

６  暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 

７  いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又

は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 

８  業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、

これを利用したとき。 

９  その役員が、自己、その属する法人その他の団体もしくは第三者の利益を図り、または第三者に損害を加えることを目

的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 

１０ その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 
 
別記第１号様式 ［略］ 
 

別紙１ ［略］ 
別紙２ ［略］ 
別紙３ ［略］ 
別紙４ ［略］ 
別紙５ ［略］ 
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改 正（平成２７年５月２７日以降適用） 現 行 
第２号様式（第５条関係） 

 

平成 年 月 日 

 

 

高知県知事      様 

 

 

補助事業者              

住所         

氏名     印   

                                     生年月日 

 

平成  年度民有林林道事業費補助金交付申請書 

 

 

 平成 年度において、下記のとおり事業を実施したいので高知県補助金交付規則第３条第１項及び高知

県民有林林道事業費補助金交付要綱第５条第２項の規定により補助金         円を交付された

く関係書類を添えて申請します。 

 

 

記 

 

 

１ 事 業 の 目 的 

２ 事 業 実 施 計 画 書 

３ 収 支 予 算 書 

４ 事業完了予定年月日 

 

(注)   １  設計書及び設計図面の各１部を添えてください。 

２ 住所及び生年月日は、市町村が交付申請する場合は省略できます。 

第２号様式（第５条関係） 

 

平成 年 月 日 

 

 

高知県知事      様 

 

 

補助事業者              

住所         

氏名     印   

生年月日 

 

平成  年度民有林林道事業費補助金交付申請書 

 

 

 平成 年度において、下記のとおり事業を実施したいので高知県補助金交付規則第３条第１項及び高知

県民有林林道事業費補助金交付要綱第５条第２項の規定により補助金         円を交付された

く関係書類を添えて申請します。 

 

 

記 

 

 

１ 事 業 の 目 的 

２ 事 業 実 施 計 画 書 

３ 収 支 予 算 書 

４ 事業完了予定年月日 

 

（注）１  設計図書１部を添えてください。 

２ 住所及び生年月日は、市町村が交付申請する場合は省略できます。 
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改 正（平成２７年５月２７日以降適用） 現 行 
第３号様式（第５条関係） 

 
 

事 業 実 施 計 画 書 

 
（注） 「事業区分」欄及び「事業種目」欄は、別表第１のとおり。 
 

事業区分 「削除」 

事業種目 
 

路線・箇所名 
 

施行箇所 

市 町 

大字           字 
郡 村 

事業量 全幅員 ｍ 延長 ｍ 数量 
  

施行期間 平成  年  月  日 から 平成  年  月  日 まで 
 

施行方法 請負 
 

委託 
    

補助事業費 
     

円 
 

内
訳 

本工事費 
     

円 
 

附帯工事費 
     

円 
 

測 量 及 び 試 

験 費      
円 

 

 

       

        

        

備考 
       

第３号様式（第５条関係） 

 
 

事 業 実 施 計 画 書 

事業の細目 
（林道開設・林業専用道開設・林道改良・林道改良（橋梁等点検診断・保全整備） 

           ・林道舗装・森林居住環境整備・間伐等促進林道緊急整備）事業 

林道種別・施設名 
 

路線・箇所名 
 

施行箇所 

市 町 

大字           字 
郡 村 

事業量 全幅員 ｍ 延長 ｍ 数量 
  

施行期間 平成  年  月  日 から 平成  年  月  日 まで 
 

施行方法 請負 
 

委託 
    

補助事業費 
     

円 
 

内
訳 

本工事費 
     

円 
 

附帯工事費 
     

円 
 

測 量 及 び 試 

験 費      
円 

 

 

       

        

        

備考 
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高知県民有林林道事業費補助金交付要綱新旧対照表 8 
 

改 正（平成２７年５月２７日以降適用） 現 行 
第４号様式（第７条関係） ［略］ 

 
 
 
 
第５号様式（第８条関係） 

 

平成 年 月 日 

 

 

高知県知事      様 

 

 

補助事業者              

住所         

      氏名       印  

 

平成  年度民有林林道事業変更承認申請書 

 

 

 平成 年 月 日付け   第   号で補助金の交付（変更）の決定通知がありました事業の実施に

ついて、別紙理由により、事業内容及び経費の配分の変更をしたいので、高知県民有林林道費補助金交付

要綱第８条の規定により、承認されたく関係書類を添えて申請します。 

 

１ 事 業 変 更 計 画 書 

２ 収 支 予 算 書 

３ 変 更 理 由 書 

４ 事業完了予定年月日 

 

（注）１ 「関係書類」は、別記第２号様式により補助金の交付（変更）が決定されたときの事業内容及

び経費の配分を比較対照したものとしてください。ただし、補助額が増額となる場合のみ収支

予算書を添えてください。 

２ 住所は、市町村が交付申請する場合は省略することができる。 

第４号様式（第７条関係） ［略］ 

 
 
 
 
第５号様式（第８条関係） 

 

平成 年 月 日 

 

 

高知県知事      様 

 

 

補助事業者              

住所         

     氏名       印  

 

平成  年度民有林林道事業変更承認申請書 

 

 

 平成 年 月 日付け   第   号で補助金の（変更）交付の決定通知がありました事業の実施に

ついて、別紙理由により、事業内容及び経費の配分の変更をしたいので、高知県民有林林道費補助金交付

要綱第８条の規定により、承認されたく関係書類を添えて申請します。 

 

１ 事 業 変 更 計 画 書 

２ 収 支 予 算 書 

３ 変 更 理 由 書 

４ 事業完了予定年月日 

 

（注）１ 「関係書類」は、別記第２号様式により補助金の交付が（変更）決定されたときの事業内容及

び経費の配分を比較対照したものとしてください。ただし、補助額が増額となる場合のみ収支

予算書を添えてください。 

２ 住所は、市町村が交付申請する場合は省略することができる。 
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改 正（平成２７年５月２７日以降適用） 現 行 
 

 

事 業 変 更 計 画 書 

 

 
（注） 「事業区分」欄及び「事業種目」欄は、別表第１のとおり。 
 

事業区分 「削除」 

事業種目 
 

路線・箇所名 
 

施行箇所 

市 町 

大字           字 
郡 村 

事業量 全幅員 ｍ 延長 ｍ 数量 
  

施行期間 平成  年  月  日 から 平成  年  月  日 まで 
 

施行方法 請負 
 

委託 
    

補助事業費 
     

円 
 

内
訳 

本工事費 
     

円 
 

附帯工事費 
     

円 
 

測量及び試 

験費      
円 

 

 

       

      
「削除」 

 

      
「削除」 

 

備考 
       

 

 

事 業 変 更 計 画 書 

 

事業の細目 
（林道開設・林業専用道開設・林道改良・林道改良（橋梁等点検診断・保全整備） 

           ・林道舗装・森林居住環境整備・間伐等促進林道緊急整備）事業 

林道種別・施設名 
 

路線・箇所名 
 

施行箇所 

市 町 

大字           字 
郡 村 

事業量 全幅員 ｍ 延長 ｍ 数量 
  

施行期間 平成  年  月  日 から 平成  年  月  日 まで 
 

施行方法 請負 
 

委託 
    

補助事業費 
     

円 
 

内
訳 

本工事費 
     

円 
 

附帯工事費 
     

円 
 

測量及び試 

験費        
 

       

      
円 

 

      
円 

 

備考 
       

 
 

上段：変更前 
下段：変更後 

上段：変更後 
下段：変更前 
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改 正（平成２７年５月２７日以降適用） 現 行 
第６号様式（第９条関係） 

 

平成 年 月 日 

 

 

高知県知事      様 

 

 

補助事業者              

住所         

氏名       印 

 

概 算 払 請 求 書 

 

 

 高知県民有林林道費補助金交付要綱第９条の規定により、下記のとおり請求します。 

 

記 

 

金額           円            

 

ただし、平成 年度民有林林道事業費補助金の概算払とします。 

 

内  訳  （事業区分及び事業種 目） 

路線・箇所名 補助対象事業費 補助率 

決定された 

補助金額 

A 

前回までに受領 

した補助金の額 

B 

今回補助金請求額 

C 

残額 

A－（B＋C） 
摘要 

  円 「削除」 円 円 円 円   

                

                

 

 

 

 

 

（注） １ 住所は、市町村が交付申請する場合は省略することができます。 

     ２ 「事業区分」欄、「事業種目」欄及び「補助率」欄は、別表第１のとおり。 
 

第６号様式（第９条関係） 

 

平成 年 月 日 

 

 

高知県知事      様 

 

 

補助事業者              

住所         

氏名       印 

 

概 算 払 請 求 書 

 

 

 高知県民有林林道費補助金交付要綱第９条の規定により、下記のとおり請求します。 

 

記 

 

金額           円            

 

ただし、平成 年度民有林林道事業費補助金の概算払とします。 

 

内  訳  （事業細目、林道種別・施設名 ） 

路線・箇所名 補助対象事業費 補助率 

決定された 

補助金額 

A 

前回までに受領 

した補助金の額 

B 

今回補助金請求額 

C 

残額 

A－（B＋C） 
摘要 

  円 ％ 円 円 円 円   

                

                

 

 

 

 

 

（注）住所は、市町村が交付申請する場合は省略することができます。 
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改 正（平成２７年５月２７日以降適用） 現 行 
第７号様式（第 10条関係） 

 

平成 年 月 日 

 

高知県知事      様 

 

補助事業者              

住所         

氏名       印 

 

 

平成 年度民有林林道事業実績報告書 

 

平成 年 月 日付け  第  号で補助金の交付（変更）の決定通知がありました事業は、平成 年 

月 日に下記のとおり完成しましたので、高知県民有林林道費補助金交付要綱第 10 条第１項の規定によ

り、関係書類を添えて報告します。 

 

記 

 

（注）１  住所は、市町村が交付申請する場合は省略することができます。 

   ２ 「事業区分」欄及び[事業種目]欄は、別表第１のとおり。 

事業区分 「削除」 

事業種目 
      

路線・箇所名 
      

施行箇所 
市 町 

大字        字 
郡 村 

事業量 全幅員   ｍ 延長 ｍ 数量 
 

施行期間 平成  年  月  日 から 平成  年  月  日 まで 
 

施行方法 請負          委託 
    

補助事業費 
    

円 
 

内訳 

本工事費 
    

円 
 

附帯工事費 
    

円 
 

測 量 及 び 

 試 験 費     
円 

 

        

      「削除」  

      「削除」  

第７号様式（第１０条関係） 

 

平成 年 月 日 

 

高知県知事      様 

 

補助事業者              

住所         

氏名       印 

 

 

平成 年度民有林林道事業実績報告書 

 

平成 年 月 日付け  第  号で補助金の交付（変更）の決定通知がありました事業は、平成 年 

月 日に下記のとおり完成しましたので、高知県民有林林道費補助金交付要綱第 10 条第１項の規定によ

り、関係書類を添えて報告します。 

 

記 

 

（注）住所は、市町村が交付申請する場合は省略することができます。 

事業の種目 
（林道開設・林業専用道開設・林道改良・林道改良（橋梁等点検診断・保全整備） 

           ・林道舗装・森林居住環境整備・間伐等促進林道緊急整備）事業 

林道種別・施設名 
      

路線・箇所名 
      

施行箇所 
市 町 

大字        字 
郡 村 

事業量 全幅員   ｍ 延長 ｍ 数量 
 

施行期間 平成  年  月  日 から 平成  年  月  日 まで 
 

施行方法 請負          委託 
    

補助事業費 
    

円 
 

内訳 

本工事費 
    

円 
 

附帯工事費 
    

円 
 

測 量 及 び 

 試 験 費       

       

     
円 

 

     
円 
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改 正（平成２７年５月２７日以降適用） 現 行 
第８号様式（第 10条関係） 

 

経 費 精 算 書 

 

路線・箇所名 
事業量 

（延長・数量） 

補助事業費の 

精算額 
補助金の額 備考 

     
円 

 
円 

  

          

          
          

内 容 
        

          （１） 歳 入 
        

          
科目 予算額 精算額 

差  引  き 備考 

増 減 
 

県補助金 
 円  円 円 

 

円  

 

補助事業者負担金 
     

 
 

内
訳 

市町村費 
     

 
 

分担金 
     

 
 

負担金 
     

 
 

借入金 
     

 
 

寄附金 
     

 
 

       
 

 

       
 

 
合計 

     
 

 

          
          
          
（２） 歳 出 

        
          

科目 予算額 精算額 
差  引  き 備考 

増 減 
 

工事請負費 
 円  円  円  

 

内
訳 

本工事費 
     

 
 

附帯工事費 
     

 
 

      
 

 
測量及び試験費 

     
 

 

      
 

 

      
 

 
合計 

     
 

 
 

第８号様式（第１０条関係） 

 

経 費 精 算 書 

 

林道種別・施設名 

（路線・箇所名） 

事業量 

（延長・数量） 

補助事業費の 

精算額 
補助金の額 備考 

     
円 

 
円 

  

          

          
          

内 容 
        

          （１） 歳 入 
        

          
科目 予算額 精算額 

差  引  き 備考 

増 減 
 

県補助金 
 円  円 円 

 

円  

 

補助事業者負担金 
     

 
 

内
訳 

市町村費 
     

 
 

分担金 
     

 
 

負担金 
     

 
 

借入金 
     

 
 

寄附金 
     

 
 

       
 

 

       
 

 
合計 

     
 

 

          
          
          
（２） 歳 出 

        
          

科目 予算額 精算額 
差  引  き 備考 

増 減 
 

工事請負費 
 円  円  円  

 

内
訳 

本工事費 
     

 
 

附帯工事費 
     

 
 

      
 

 
測量及び試験費 

     
 

 

      
 

 

      
 

 
合計 
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改 正（平成２７年５月２７日以降適用） 現 行 
第９号様式（第 11 条関係） 

 

平成 年 月 日 

 

 

高知県知事      様 

 

 

補助事業者              

住所         

氏名       印 

 

 

繰 越 承 認 申 請 書 

 

 

 平成 年 月 日 付け  第  号で補助金の交付 （変更）の決定通知がありました事業について、

下記５の理由により事業の繰越しを承認されたく高知県民有林林道費補助金交付要綱第 11 条ただし書の

規定により、関係書類を添えて申請します。 

 

 

記 

 

 

１ 事業の繰越を必要とする金額 

２ 補 助 金 額 

３ 平 成  年 度 事 業 繰 越 計 画 書 

４ 繰 越 収 支 予 算 書 

５ 繰 越 理 由 

６ 繰 越 事 業 完 了 予 定 年 月 日 

 

（注） 住所は、市町村が交付申請する場合は省略することができます。 

第９号様式（第 11条関係） 

 

平成 年 月 日 

 

 

高知県知事      様 

 

 

補助事業者              

住所         

氏名       印 

 

 

繰 越 承 認 申 請 書 

 

 

 平成 年 月 日 付け  第  号で補助金の （変更）交付の決定通知がありました事業について、

下記５の理由により事業の繰越しを承認されたく高知県民有林林道費補助金交付要綱第 11 条ただし書の

規定により、関係書類を添えて申請します。 

 

 

記 

 

 

１ 事業の繰越を必要とする金額 

２ 補 助 金 額 

３ 平 成  年 度 事 業 繰 越 計 画 書 

４ 繰 越 収 支 予 算 書 

５ 繰 越 理 由 

６ 繰 越 事 業 完 了 予 定 年 月 日 

 

（注） 住所は、市町村が交付申請する場合は省略することができます。 
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改 正（平成２７年５月２７日以降適用） 現 行 
第１０号様式（第１１条関係） 

 

 

平成  年度事業繰越計画書 

 

区     分 内                容 

事業区分 「削除」 

事業種目 
     

路 線 ・ 箇 所 名 
      

施 行 箇 所 

市     町 

大字       字 

郡     村 

事 業 量  全幅員       ｍ 延長       ｍ 数量 

施 行 期 間 平成  年  月  日 から 平成  年  月  日 まで 

施 行 方 法 
      

 
全     体 年  度  内 繰  越  し 

補 助 事 業 費 

円 円 円 

      

内 
 
 
 

訳 

本 工 事 費 
円  円 円 

附帯工事費 
円 円 円 

測量及び試験費 
円 円 円 

    

    

    

 

（注） 「事業区分」欄及び「事業種目」欄は、別表第 1 のとおり。 

第１０号様式（第１１条関係） 

 

 

平成  年度事業繰越計画書 

 

区     分 内                容 

事 業 の 種 目 
（林道開設・林業専用道開設・林道改良・林道改良（橋梁等点検診断・保全整備） 

・林道舗装・森林居住環境整備・間伐等促進林道緊急整備）事業 

林道種別・施設名 
   

路 線 ・ 箇 所 名 
   

施 行 箇 所 

市     町 

大字       字 

郡     村 

事 業 量 全幅員       ｍ 延長       ｍ 数量 

施 行 期 間 平成  年  月  日 から 平成  年  月  日 まで 

施 行 方 法 
   

 
全     体 年  度  内 繰  越  し 

補 助 事 業 費 

円 円 円 

   

内 
 
 
 

訳 

本 工 事 費 
   

附帯工事費 
   

測量及び試験費 
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改 正（平成２７年５月２７日以降適用） 現 行 
第１１号様式［略］ 

 

 

第１２号様式 ［略］ 

 

 

第１３号様式 ［略］ 

 

 

第１４号様式（第 １２条関係） 

 

平成 年 月 日 

 

 

高知県知事      様 

 

 

補助事業者              

住所         

氏名       印 

 

 

再  着  手  届 

 

 

 平成 年度民有林林道事業は、平成 年 月 日から再着手しましたので、高知県民有林林道費補助金

交付要綱第 12 条の規定により届け出ます。 

 

 

記 

 

 

(注)   １ 関係書類の写しを添えてください。 

２ 住所は、市町村が交付申請する場合は省略することができます。 

 

第１１号様式［略］ 

 

 

第１２号様式 ［略］ 

 

 

第１３号様式 ［略］ 

 

 

第１４号様式（第 １３条関係） 

 

平成 年 月 日 

 

 

高知県知事      様 

 

 

補助事業者              

住所         

氏名       印 

 

 

再  着  手  届 

 

 

 平成 年度民有林林道事業は、平成 年 月 日から再着手しましたので、高知県民有林林道費補助金

交付要綱第 12 条の規定により届け出ます。 

 

 

記 

 

 

(注)   １ 関係書類の写しを添えてください。 

２ 住所は、市町村が交付申請する場合は省略することができます。 
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改 正（平成２７年５月２７日以降適用） 現 行 
第 15号様式（第 13 条関係） 

 

年 月 日 

 

 

補助事業者      様 

 

 

                                           

所 在 地 

商号又は名称 

代 表 者       印              

 

 

契約に係る指名停止に関する申立書 

 

 

 当社は、貴殿発注の○○契約の競争参加に当たって、当該契約の履行地域において、現在、国の機関又は地方公共団

体から指名停止の措置を受けていないことを申し立てます。 

 また、申立てが虚偽であることにより当方が非利益を被ることとなっても異議は一切申立てません。 

 

 

 

 

（注） ○○には、「工事請負」又は「委託」のいずれかを記載してください。 

 

第１５号様式 

 

 

新設 

 


